
                                 細谷小 

 
 

宮っこダイアリー 

  

＜細谷小 ホームページに掲載しております＞ インフルエンザにかかってしまった場合は登校時にインフル

エンザ経過観察書の提出が必要です。ホームページに掲載しておりますのでそちらを印刷して記入して,担任まで 

提出をお願いいたします。 
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宇都宮市内でもインフルエンザの流行が始まっております。細谷小学校でも高学年を中心に,インフルエンザ 

マイコプラズマ感染症,溶連菌感染症が流行しております。 

風邪やインフルエンザのはやる季節になりますが,よい生活習慣を身に付け元気に過ごせるようにしましょう。 



インフルエンザと診断された場合 

インフルエンザの症状かなと思ったら，まずは病院を受診し検査しましょう。インフルエンザは法定伝染病の

1 つであり,罹患した場合は定められた期間登校を控え治療に専念しましょう。 

登校基準：発症後５日，かつ，解熱後２日が経過するまで上記の基準を満たしたら登校しましょう。自宅安静中

は体温を測り，経過をみてください。 

また,インフルエンザにかかってしまいその後登校する場合は,インフルエンザ経過報告書の提出をお願いいた

します。 

 

  

インフルエンザにつきまして治癒証明ではなく経過報告書の提出をお願いいたします。 

  

寒くなり感染症が流行する季節です。かかってしまった場合は保護者が記入して学校に提出ください。現在は

溶連菌感染症 ,マイコプラズマ感染症が流行しております。 

    

登園・登校届の提出 

が必要です 

溶連菌感染症 

マイコプラズマ肺炎 

手足口病 

伝染性紅斑（りんご病） 

ウイルス性胃腸炎 

ヘルパンギーナ 

RS ウイルス感染症 

これらの病気にかかってしまった場合は保護者が記入して担任へ提出くださいますようお願いいたします。 


